
令和6年度
地域包括支援センター ぽっかぽか 活動報告

ぽっかぽか担当



１ 生活圏域の特色

⑴ 地 域 日勝圏域
岡泉、実ケ谷、千駄野、小久喜、上野田、下野田

爪田ケ谷、太田新井、彦兵衛

⑵ 高齢化率 圏域内 ３０．９％（市全体２８．３％）
(圏域人口 21,495人 高齢者 ６,６３９人）

⑶ 地域の特色
・地域住民のつながり 当圏域は、比較的に地域とのつながりは強い傾向にあったが

アパート等の増加により希薄になり始めている。

・地域の歴史・文化 鎌倉街道やお成り街道など古くからできた道があり、それ

に沿って神社等が整備され歴史的・文化的にも豊かである。

・交通事情 かつては、路線バスが走っていたが、今では廃止されている。

その後、循環バスやけんちゃんバスが走っていたが、今はなく
交通事情が悪くなっているところが多い。



２ 委託業務

⑴ 介護予防ケアマネジメント業務

事業対象者・要支援認定者に対してケアプラン作成件数

参考：令和５年４月～１２月 介護予防マネジメント ５０９件

介護予防支援 ９３１件

昨年比 １５％増加

ケアプラン 令和６年４月～１２月の作成件数

介護予防ケアマネジメント ５４３件

介護予防支援 １，１１９件





⑵ 総合相談支援業務

ァ 相談件数 ４月～１２月の延べ相談数

令和５年度

電話 281

534来所 42

訪問 169

令和６年度

電話 338

754来所 67

訪問 349

今年度から医療職が２名になったため、昨年度より
体調確認を目的とした訪問が多くなりました。
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ウ 相談内容
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ご本人、ご家族より電話、来所にて
相談を受け付けます。

【介護保険申請手続き代行・サービスの調整】
介護保険の説明・申請のお手伝いをします。
要支援1・2の方の、通所リハビリ（デイケ
ア）・福祉用具レンタルや購入・訪問看護・
ショートステイ・住宅改修・グループホーム・
身体介護を伴う訪問介護サービス等、状況に応
じたサービス利用の調整を行います。

【介護予防・日常生活支援総合事業の利用】
要支援1・2の方、又は基本チェックリストを
実施し該当する項目がある場合には、改善目的
でのサービスが利用できます。訪問型サービス、
通所型サービス利用の調整をします。

【居宅介護支援事業へ紹介】
訪問した結果、介護保険での要介護相当と思わ
れる方や居宅介護支援事業への委託を希望され
た方は、今後の支援がスムーズにできるように、
引き継ぎを行います。

【専門職員の対応】
必要に応じて、成年後見制度や認知症疾患セン
ター等、専門機関等への紹介や連携をします。

相談内容に応じて、専門職が必要な
支援やサービスに繋げます
・介護申請、介護サービス
・医療へつなぐ、病院との連携
・見守り訪問
・地域、包括活動への参加の促し等

介護保険サービスを利用される場合に
は、担当のケアマネジャーを決めて、
継続的に支援いたします。

エ 相談や把握したケースの対応

当日の電話・相談
は包括職員が対応
いたします。

行政や民生委員から
の相談で健康診断な
どの理由でアプロー
チする場合もありま
す。

地域包括支援センターに配置されている、
保健師（看護師）・主任ケアマネジャー・
社会福祉士等の専門職とお話をして、本人・家族
の状況やお困りごと等確認をします。
＊事前にサービス利用が明確な場合には、
担当のケアマネジャーと一緒に伺います。

自宅訪問、来所での本人と家族の面談

【地域支援】
地域や包括の活動への参加のお誘いや定期的に
見守り訪問等を状況に併せて行います。



⑶ 権利養護

消費者被害防止のための活動

・定期的な訪問 随時 ※未然に防ぎ久喜警察から表彰されました。詳しくは広報1月号を‼

・社会福祉協議会と連携し地域住民への啓発 年2～3回

・警察、郵便局との連携、情報共有 随時



成年後見人の利用促進について活動

・相談者への制度の説明、成年後見センターの紹介 随時

・ケアマネジャーへの研修会 年2回

５月：在宅生活の総合支援について

７月：成年後見制度について

・成年後見センターと連携し地域住民への啓発 年2～3回



高齢者虐待防止のための活動

・介護者向けへの相談会 毎月

・地域サロンでの啓発 年2～3回、随時

・認知症サポーター育成講座

・認知症高齢者声掛け模擬訓練



⑷ 地域のネットワークづくり

医療機関を含めた医療体制

・近隣医療機関の入退院支援課との関係強化

困難事例の指導・助言

消防署（救急隊）との連携

・居宅支援事業所だけでは対応が困難なケースの支援及び介入

虐待対応

利用者家族との関係づくり

認知症高齢者(独居・夫婦）世帯への支援

精神疾患を抱える家族への支援

困窮世帯への支援 など



地域の高齢者が住み慣れた地域で生活できるような取り組み

・地域サロン活動等への支援強化と拡大

令和５年度 地域サロン（４か所）

令和６年度 地域サロン（７か所）

ぽっかぽか運動交流会開催

ベルク出張相談会の開催

・白岡まつりへの参加



地域包括支援センターぽっかぽかは！

をモットーに取り組んでいきます。

誰もが

無理なく

つながる



ご清聴ありがとうございました


